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中小企業不況対策特別資金融資規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年１１月９日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第３１号 

中小企業不況対策特別資金融資規則の一部を改正する規則 

中小企業不況対策特別資金融資規則（平成１０年聖籠町規則第２４号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「及び第１号の２」を「、第２号及び第６号」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


